
  市民文教常任委員会会議記録（概要） 

 令和７年２月２５日（火） 

  開  会（午後３時３５分） 

 【議  事】 

 ○請願第１号「所沢市まちづくりセンター設置条例の施行日（附則第１条）

を凍結し、条例本文の再検討を求める。」 

植竹委員長 本日、請願者の代表から請願第１号の取下げ願いが提出されました。こ

こでお諮りいたします。請願第１号の取下げ願いについて、了承すること

に御異議ありませんか。 

  

谷口委員  紹介議員である小林議員を呼んで、これまでの経緯を聞きたい。 

  

植竹委員長  ただ今、谷口委員から請願第１号「所沢市まちづくりセンター設置条例

の施行日（附則第１条）を凍結し、条例本文の再検討を求める。」につい

ては、紹介議員として小林澄子議員の説明を求めたいとの動議が提出され

ました。今後の進め方について、協議するため暫時休憩いたします。 

  

 休  憩（午後３時３７分） 

 （休憩中に協議会を開催） 

 再  開（午後３時３８分） 
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植竹委員長 委員会運営に関しては、可能な限り全会一致となるように協議していき

たいと思いますが、委員から紹介議員をお呼びすることについて決を採る

という意見がありましたので、採決するということでよろしいでしょう

か。  

 （委員了承） 

植竹委員長  ここで、お諮りします。紹介議員の説明を求めることについて、賛成の

委員の挙手を求めます。  

 （挙手多数） 

植竹委員長  挙手多数であります。よって、紹介議員に説明を求めることとすること

に決定いたしました。  

  

 休  憩（午後３時４０分） 

 再  開（午後３時４５分） 

 ※紹介議員である小林議員入室 

  

 【紹介議員に対する質疑】 

植竹委員長  紹介議員として、小林澄子議員に御出席をいただいております。この際、

小林議員に一言、御挨拶を申し上げます。本日は、お忙しい中にもかかわ

らず、本委員会のために御出席いただき、誠にありがとうございます。委

員会を代表して心からお礼を申し上げますとともに、忌憚のない説明をお

願いいたします。 
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谷口委員  今回、請願者の方が請願を取り下げたが、その経緯や背景についてはど

のような説明を受けているのか。 

  

小林議員  そのことについては全然分かりません。請願者の方は今日の昼頃に私の

ところに来られて、取り下げたいという意思を示されたので驚きました。 

  

谷口委員  その時点で理由は聞いてないのか。 

  

小林議員  以前から各会派の方々に説明されていたようですが、紹介議員が１人で

あり、採択されそうもないということで、取り下げるという説明でした。 

  

谷口委員  請願に関する内容について一般質問したいという議員も複数名いたと

聞いているが、請願が提出されたことで、議員の発言をある意味制限した

部分もあったと思うが、そのことについてはどう考えているのか。 

  

小林議員  請願が提出されたことで、請願の内容については一般質問ができないこ

とになりますが、委員会の中で議論を深めていただけると思っていまし

た。一般質問の通告締切を過ぎてからの取下げということになり、結果的

に一般質問できなくなってしまったことは大変大きな問題だと思ってい

ますが、市民の方には請願権があるので、その趣旨に賛同したので紹介議
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員になりました。請願者は各会派に説明をされていたと思います。 

  

長岡委員  各会派に説明したという発言だったが、それは請願を取り下げることに

ついて請願者が説明したということか。 

  

小林議員  請願の紹介議員になっていただきたいということで各会派に理解を求

めていたと理解していますが、取り下げることについて私のところに来ら

れましたが、来られることも知らなかったので、各会派に説明に行かれた

のかは分かりません。 

  

長岡委員  小林議員のところに来られたということか。 

  

小林議員  紹介議員ですので、私のところに来られたのではないかと思います。 

  

大久保委員  請願を取り下げられた理由は知らないとのことだったが、取り下げられ

たことについて小林議員はどのように感じているのか。 

  

小林議員  せっかく出された請願ですので、請願の紹介議員になることは責任を感

じていたので、そのまま出されたほうがよかったのかもしれません。ただ、

請願者の方の判断だと思います。 
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青木委員  請願権というのは重いものがあるので、請願を出すことはよいと思う

が、先ほど、谷口委員からも発言があったが、請願が出されたために一般

質問ができなくなった議員もいたと思う。小林議員の説明では、紹介議員

が知らない間に取り下げられたということだったが、それは無責任だと感

じる。これからも、請願が出されたことで、故意に一般質問ができなくさ

せて、その後に請願を取り下げるということもできてしまう。だったら、

このまま請願を審査すべきだと思う。それは、お互いの信頼関係や権利を

大切にしなければいけない。請願が採択されるか否かということとは別

に、紹介議員になったのだから小林議員も責任を持たなければいないと思

う。この現状についてはどのように思っているのか。 

  

小林議員  請願を取り下げられるということは意外でした。一般質問ができなくな

ってしまったことについては重く受け止めていますが、請願者の意向に沿

うことが必要であり、指導していくということはできないので、意向を尊

重しました。 

  

 【紹介議員に対する質疑終結】 

 休  憩（午後３時５０分） 

 （紹介議員退出） 

 再  開（午後３時５２分） 
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 【採  決】 

植竹委員長  請願第１号の取下げ願いについては、了承することに御異議ありません 

か。 

 （異議なし） 

植竹委員長 御異議なしと認め、請願第１号の取下げ願いについては、全会一致、了

承することに決しました。この後、本件については議長に報告いたします。 

  

 散  会（午後３時５４分） 

 


